
 

 

 

条件付一般競争入札公告〔詳細事項〕 

 

 

１ 入札参加資格 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項及び第２項各号のいずれかの規

定に該当しない者であること（被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必

要な同意を得ているものを除く。）。 

(２) 建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第28条第３項又は第５項の規定によ

り営業の停止（対象工事の入札の参加又は受注を禁止する内容を含まないものを除く。）を対象

工事に対応する業種について命ぜられた者で、入札参加申請書提出の日から落札決定の日までの

間にその処分の期間が経過していない者でないこと。 

(３) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(４) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名

停止等措置基準（平成７年２月９日付け建振第281号。以下「措置基準」という。）に基づく指

名停止を受けていないこと。 

(５) 役員等（個人である場合のその者、法人である場合の法第５条第３号に規定する役員等、及び

建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第３条に規定する使用人をいう。）が、暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団、暴

力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有している者でないこと。 

 

２ 不正又は不誠実な行為がある場合等の取扱い 

  上記の入札参加資格要件を全て満たす場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、

参加資格を認めないことがある。 

(１) 不正又は不誠実な行為があること。 

(２) 経営状況が著しく不健全であると認められること。 

(３) 県営建設工事について施工成績が著しく不良であること。 

(４) 安全管理の状況が県営建設工事の受注者（以下「受注者」という。）として不適当であると認

められること。 

(５) 労働福祉の状況が受注者として不適当であると認められること。 

(６) その他不公正又は不誠実と認められる事由等があり、受注者として不適当であると認められる

こと。 

 

３ 入札参加手続等 

(１) 入札参加申請と事前確認 

 入札公告に示すとおり。 

 なお、入札参加申請書の補正については、入札参加希望者から申出があり、かつ、受付期限ま

でに補正が可能な場合のみ認めるものとする。 

(２) 仕様書の閲覧等 

ア  本工事に係る仕様書及び契約条項等（以下「仕様書等」という。）は、次の方法により閲覧

できるものとする。 

 

(ア)仕様書 

発注機関が入札公告で示す方法において、閲覧できるものとする。 

(イ) 契約条項等 



 

 

ａ ホームページに掲載する。 

ｂ ホームページへの掲載期間、閲覧できる場所・期間は、入札公告に示すとおりとする。 

ｃ 仕様書等に対する質問及び回答 

(ウ) 仕様書等について質問がある場合は、入札公告に示す期間内に発注機関に質問書を提出する

ことができる。なお、一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。 

(エ) 質問書に対する回答は、入札公告に示す期間までにＦＡＸによる送信により回答する。 

(３) 入札方式並びに開札の日時及び場所 

入札書の入札方式は、紙入札により提出するものとし、開札の日時及び場所は、入札公告に示

すとおりとする。 

(４) 入札参加資格要件の審査 

開札後、落札者とするため必要がある者について入札参加資格要件の審査を行う。 

 

４ 入札方法等 

(１) 入札書の提出等 

ア 入札書の提出方法は、入札公告に示すとおりとする。 

イ 質問回答において、積算に関わる事項を示すことがあるので、質問回答を閲覧のうえ、入札

書等の提出を行うこと。 

ウ 入札書の提出は、指定された方法としなければならない。 

エ 提出期限を過ぎて到着した入札書等は、理由の如何にかかわらず受理しない。 

オ 一度提出した入札書等の書替え、引換え又は撤回は認めない。 

カ 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

(２) 代理入札に関する事項 

代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しな

ければならない。 

(３) 入札書記載事項 

ア 入札年月日 

イ 頭書に「入札書」である旨記載 

ウ 入札金額 

エ 入札件名 

オ 宛名は「岩手県知事」とする。 

カ 入札参加者の住所・氏名・印（委任された者が入札を行う場合は、委任者の住所・氏名、受

任者氏名・印（頭書に「上記代理人」と記載）） 

(４) 開札 

ア 開札は、入札公告に示す開札日時、場所において行うものとする。 

イ 開札は公開とし、希望があれば入札参加者以外の立会いも認めるものとする。 

ウ 開札後、落札者の決定を保留し、最低制限価格により失格と判定された者を除き、予定価格

の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者（以下「落札候補者」という。）から３番目

の価格までの入札者を公表のうえ、落札候補者から順に資格審査を行ったうえで、後日落札者

を決定する旨を入札参加者に通知するものとする。 

 

５ 落札者の決定方法 

(１) 予定価格の制限の範囲で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格を

もって有効な入札をした者を落札者とする。 



 

 

(２) 落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて

入札参加資格の審査の順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを

引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。 

(３)初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その回数は初度の

入札を含め３回を限度とする。 

  

６ 入札参加資格の確認等 

(１) 入札参加資格確認手続 

開札後に、落札者とするための入札参加資格の確認を行うため、落札候補者は、次に掲げる書

類（以下「入札参加資格確認書類」という。）を提出しなければならない。なお、資格確認の結

果、落札者が決定したときは、既に入札参加資格の確認を受けた者を除いて、他の入札参加者の

入札参加資格確認は行わない。 

ア 入札参加資格確認調書（様式第９号） 

イ 建設業の許可通知書の写し 

ウ その他入札参加資格の確認のため必要と認める書類 

(２) 入札参加資格確認書類の提出方法及び提出場所 

入札公告に示す入札担当課等へ持参により提出すること。 

(３) 提出期限 

入札参加資格確認書類の提出を求められた日の翌日から起算して２日目の日（岩手県の休日に

関する条例（平成元年岩手県条例第１号）に規定する県の休日（以下「休日」という。）を除

く。）の午後５時までとする。 

(４) 入札参加資格確認調書の記載内容の補正等 

ア 入札参加資格の確認に際し、落札候補者から入札参加資格確認調書に記載した施工実績又は

配置予定技術者を変更したい旨の申し出があり、入札参加資格確認調書の記載内容の補正が必

要と認められた場合（軽微な補正を除く。）は、１回に限り入札参加資格確認調書の差替え等

を認めることができるものとする。 

イ 入札参加資格確認調書の差替え等を認めた場合であっても、入札参加資格確認書類の提出期

限の変更（延長）は行わないものとする。 

(５) 入札参加資格要件の確認に基づく落札の可否については、落札候補者から入札参加資格確認書

類が提出された日から起算して原則として３日以内（休日を除く。）に通知する。ただし、入札

参加資格の確認に疑義が生じた場合等はこの限りでない。 

(６) (５)の審査の結果、入札参加資格要件を満たさないと認めた落札候補者には、入札参加資格要

件不適格通知書により通知する。なお、当該通知を受理した者は、当該通知の日の翌日から起算

して５日以内（休日を除く。）に、県営建設工事入札契約苦情対応要領（平成15年７月30日付け

総務第497号）の規定に基づき、苦情を申し立てることができる。 

(７) 落札候補者が提出期限までに(１)に定める入札参加資格確認書類を提出しないとき、又は落札

候補者が入札参加資格の審査のために発注機関の長が行う指示に従わないときは、当該落札候補

者のした入札は無効とする。 

 

７ 入札の無効等 

(１) 条件付一般競争入札実施要領第22各項のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(２) 落札候補者が、入札期日以降落札決定までの間に入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさな

くなった場合は、当該落札候補者のした入札は、無効とする。 

(３) 契約締結後において、(１)又は(２)により入札が無効となることが明らかになった場合は、県

の指示に従わなければならない。 

 

８ 入札結果等の公表 

(１) 対象工事の入札結果は、落札決定の日の翌日（休日を除く。）までに閲覧に供することにより



 

 

公表するものとする。 

(２) 入札結果の公表までの間は、入札の経緯、結果の問い合わせには、一切応じないものとする。 

 

９ 契約保証金 

契約金額の10分の１以上の金額とする｡ 

 

10 その他 

(１) 入札参加者は、条件付一般競争入札詳細事項を遵守しなければならない。 

(２) 落札者の決定後、請負契約の締結までの間において、公正な入札が確保されていなかったこと

が判明した場合又は当該落札者が入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、

当該請負契約を締結しないことがある。この場合において、１（２）及び（４）中「落札決定の

日まで」とあるのは「請負契約の締結まで」と読み替えるものとする。 

(３) 入札参加申請書、確認書類等に虚偽の記載をした者に対しては、措置基準に基づき、指名停止

等の措置を行うことがある。 

(４) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が

著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 

(５) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本工事の入札が中止された場合であっ

てもその補償を請求することができないものとする。 

 

 

 


